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１ 目的 

  府中市公共施設包括管理業務委託（以下「本委託」という。）は、異なる複数の施

設の施設現況確認、保守点検、修繕等優先順位リストの作成等の業務を一括して複

数年で民間事業者に委託し、性能発注の手法を取り入れることで民間事業者の創意

工夫やノウハウを活用した計画的な維持管理を行い、あわせて利用者が安全で快適

に利用できる施設運営及び業務の効率化、管理経費の削減を図るものです。 

  市は、性能発注を取り入れることにより、受託者が自らのノウハウを最大限発揮

し、低コストで良質な維持管理が実現することを期待しています。 

 

２ 業務概要 

(1) 件  名  府中市公共施設包括管理業務委託 

(2) 履行期間  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(3) 対象施設  【別紙２】施設等一覧のとおり 

( 4 ) 委託料上限額  ３０１，６１９千円 

  （業務期間３年間の総額、消費税及び地方消費税含む） 

【内訳】 

 ア 令和６年度 １０９，５３４千円 

（保守管理業務 ９２，８４１千円、修繕 １６，６９３千円） 

 イ 令和７年度 ９３，７８６千円 

（保守管理業務 ７６，４０５千円、修繕 １７，３８１千円） 

 ウ 令和８年度 ９８，２９９千円 

（保守管理業務 ８０，１９７千円、修繕 １８，１０２千円） 

※１ 現時点では、令和６年度以降の予算措置がなされていないため、予算が

議会において議決された場合に契約します。 

※２ 本業務には前払金の設定はありません。 

※３ 履行期間中の支払いは、業務実績に基づき年度内で分割して支払うもの

とします。なお、支払い方法及び分割回数は市と受託者の協議により決定

し、総支払額は各年度の内訳金額を限度とします。 

※４ 委託料上限額は包括管理業務委託に係わる全て経費を含むものとし、提

案に際し上限額を超える場合は、失格とします。 

※５ 委託料内訳の修繕とは、次項表１に掲げる業務内容のうち次の業務内容

を指します。 

  ・ア 統括マネジメント業務 簡易修繕対応（税込 110,000円以下） 

・ク 修繕業務       施設の修繕 

              （税込み 110,001 円から 500,000 円未満） 
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 (5) 対象業務 

対象業務は、次の「表１ 対象業務 一覧表」とおりとし、業務内容の詳細は、

【別紙１】府中市公共施設包括管理業務委託仕様書のとおり。 

 

表１ 対象業務 一覧表 

業務項目 業務内容 

ア 統括マネジメント業務 

業務統括 

業務計画書の作成 

業務の進捗管理 

業務報告及び報告書の作成 

定例会の開催 

修繕等対応方策検討会への出席 

中長期修繕計画の作成及び更新 

モニタリングの実施と報告 

簡易修繕対応（税込み 110,000円以下） 

引継ぎ作業 

イ 巡回業務 
定期巡回（月１回程度） 

緊急巡回（台風等の自然災害時） 

ウ ヘルプデスク業務 修繕等の要望相談、緊急対応の受付 

エ 災害対応業務 災害対応 

オ 劣化状況調査業務 

（建築・電気・機械） 

施設の劣化状況の調査 

修繕等優先順位リスト作成 

カ 定期点検・定期調査業務 保守点検（法定点検・調査含む） 

キ 警備業務 施設の機械警備 

ク 修繕業務 
施設の修繕 

（税込み 110,001円以上 500,000円未満） 

ケ 清掃業務 施設内外の清掃 

コ 植栽管理業務 敷地内の樹木の管理、除草処理 

サ 害虫・害獣対応業務 害虫・害獣対応 

 

３ 参加資格 

本業務の参加者は、次の要件を全て満たしている者とする。 

なお、企業又は団体によって構成する企業又は団体（以下「共同企業体等」とい

う。）により参加しようとする場合は、共同企業体等を構成する全ての者が、次の要

件（（９）の「統括責任者の１名配置」を除く。）を満たしていること。 

(1) 府中市契約事務規則第３４条に規定する指名競争入札参加資格を有すること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

(3) 府中市業者指名停止基準による指名停止措置期間中の者でないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条２号の規定による暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他を含め
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使用していない者であること。また、法人の役員又は使用人が、暴力団又は暴力

団員等との関与があると認められないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続中の者でないこと。 

(6) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。 

(7) 応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に建設業法（昭和２４年法

律第１００号）第２８条第３項若しくは第５項の規定による営業停止処分を受け

ていない者であること。 

(8) 本業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能力を有している者で

あること。 

(9) 本業務における統括責任者は１名を配置し、副統括責任者は、次のとおり配置

できる者であること。 

ア 単独企業（団体）の場合は、１名以上。 

イ 共同企業体等の場合は、構成する企業又は団体ごとに１名以上。 

(10) 統括責任者及び副統括責任者は、本業務の目的を十分理解するとともに、必要

なマネジメント能力及び技術力を有すること。また、業務の進捗管理や諸条件等

の変更等について誠実かつ柔軟な対応ができ、本業務の課題解決や推進を図るた

めの提案や市への協力を惜しまない者を選任できること。 

(11) 市の地域経済の循環に配慮し、市内事業者等※を可能な範囲で現行の水準と同

等条件で活用するよう努める者であること。 

※市内事業者等とは、市内に本店又は支店を有する事業者、現行の保守管理及び

修繕等を行っている事業者、その他現行の維持管理に係わる業務を行っている

事業者を言います。 

 (12) 提出した書類に虚偽がないこと。 

 

４ 参加条件 

 (1) 単独企業（団体）による参加 

単独で参加する場合は、本業務のプロポーザルの参加において、他の共同企業

体等の代表事業者及び構成企業になることはできません。 

(2) 共同企業体等による参加 

ア 共同企業体等で参加する場合は、共同企業体等の名称を設定し、代表事業者

を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負うものとします。また、統括責

任者が在籍する事業者を代表事業者として定め、代表事業者が一切の手続きを

行ってください。 

イ 構成する事業者は、複数の共同企業体等において同時に代表事業者又は構成

事業者になり参加することはできません。 

ウ 共同企業体等により参加申込みをした後においては、当該共同企業体等の代

表事業者及び構成事業者の変更は、原則として認めません。ただし、契約締結
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後、やむ得ない事情により構成事業者が変更になる場合で、市が認めたときは、

この限りでない。 

 (3) 実施体制 

   【別紙１】府中市公共施設包括管理業務委託仕様書を参照してください。 

 (4) 制限事項 

   応募者１名につき、複数の提案は認めません。 

 

５ 募集及び選定方法 

本業務に係る事業者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とします。 

(1) 一次審査（参加資格審査） 

参加申請書及び添付の書類の提出により参加資格を審査し、要件を満たした事

業者を一次審査通過者として選定します。 

なお、参加申込者が多数の場合には、審査結果に基づき、採点結果が優良であ

る上位７事業者が二次審査へ進むことができるものとします。 

(2) 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

一次審査を通過した参加を承諾する事業者によるプレゼンテーション及びヒ

アリングを実施し、一次審査及び二次審査の結果が、最も高く評価（合計の点数）

を受けた提案書の事業者を受注候補者として選定します。 
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６ 受注候補者を決定するまでの実施スケジュール 

内容 期日等 

(1) 募集要項及び仕様書等の公表 令和５年９月１日(金)～９月２２日(金) 

(2) 施設見学 
申込期間 令和５年９月１日(金)～９月７日(木) 

見学日 令和５年９月１０日（日）～９月１２日（火） 

(3) 参考図書の閲覧 
申込期間 令和５年９月１日(金)～９月８日(金) 

閲覧期間 令和５年９月１３日(水)～９月２２日(金) 

(4) 質問書 
提出期間 令和５年９月１日(金)～９月２２日(金) 

回答及び公表 令和５年９月２８日(木) 

(5) 一次審査（参加申込書等） 令和５年９月２９日(金)～１０月４日(水) 

一次審査結果通知 令和５年１０月中旬 

(6) 提案書及び見積書の提出 令和５年１０月１７日(火)～１０月２５日(水) 

(7) 二次審査（プレゼンテーション等） 令和５年１０月３１日（火） 

(8) 受注候補者の選定 令和５年１１月上旬 

(9) 契約締結 事前協議完了後、令和６年３月２９日（金）まで 

(10) 業務開始 令和６年４月１日（月） 

※１ 事情により日程を変更する場合があります。 

※２ 上記日程は閉庁日を除きます。 

 

７ 実施スケジュール項目 

(1) 募集要項及び仕様書等の公表 

募集要項及び仕様書等の配布期間及び配布方法は、次のとおりとします。 

ア 配布期間 令和５年９月１日(金)～令和５年９月２２日(金)まで 

イ 配布方法 府中市公式ホームページからダウンロード 

※印刷物での配布は行いません。 

(2) 施設見学 

ア 受付期間 

令和５年９月１日（金）から令和５年９月７日(木)の閉庁日及び正午から 

午後１時までの間を除く、午前８時３０分から午後５時まで 
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イ 見学日（予定） 

見学日 見学場所 時間 

令和５年 

９月１０日(日) 
東保育所 

午前９時から 
令和５年 

９月１１日(月) 
子ども家庭支援センター「たっち」 

令和５年 

９月１２日(火) 
第一学童クラブ 

ウ 申込方法 

見学を希望する者は、【様式第１号】施設見学申込書に必要事項を記載のう

え、「１２ 書類等の提出及び問合せ先」のアドレスまで電子メールで送信し、

送信後は必ず市担当者に電話で受信の確認してください。（電話での受信確認

がないときは、施設見学に参加できない場合があります。） 

なお、閉庁日及び正午から午後１時までの間を除く、午前８時３０分から午

後５時までに連絡してください。 

エ 施設見学の詳細等に関する通知 

見学日の前日（閉庁日を除く。）までに、施設見学申込書に記載の担当者のア

ドレスに送信します。（市から送信完了の確認は行いません。） 

なお、見学場所は施設都合などにより変更となる可能性があります。 

オ その他 

(ｱ) 申込書に記載漏れがあった場合及び所定の申込書以外での申込を行った

ときは、施設見学に参加できない場合があります。 

(ｲ) 施設運営に支障がないよう、市職員の指示に従い行動すること。指示に従

わないときは、見学を中止します。 

(ｳ) 申し込み状況により、人数や時間の調整を行います。  

(ｴ) 見学時間は３０分間とし、その場での質問は受付けませんので、質問があ

る場合は、質問書で提出してください。 

(ｵ) 施設見学の参加の有無は、審査に影響しません。 

(ｶ) 各施設に駐車場が無いので、公共交通機関及び徒歩を利用するものとし、

公共交通機関の運賃は、参加者の負担とします。 

(ｷ) 見学日時は、事情により変更する場合があります。 

(ｸ) 施設見学の前日までに詳細な通知が無い場合は、市担当部署に電話で確認

してください。 

(3) 参考図書の閲覧 

ア 受付期間 

令和５年９月１日(金)から９月８日(金)の閉庁日及び正午から午後１時ま

での間を除く、午前８時３０分から午後５時まで 
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イ 閲覧期間 

令和５年９月１３日(水)から９月２２日(金)の閉庁日及び正午から午後１

時までの間を除く、午前９時から１１時、午後１時から午後４時まで 

ウ 閲覧申込方法 

閲覧を希望する者は、【様式第２号】参考図書閲覧申込書に必要事項を記載

のうえ、「１２ 書類等の提出及び問合せ先」のアドレスまで電子メールで送

信し、送信後は必ず市担当者に電話で受信の確認してください。（電話での受

信確認がないときは、閲覧できない場合があります。） 

なお、閉庁日及び正午から午後１時までの間を除く、午前８時３０分から午

後５時までに連絡してください。 

エ 閲覧の詳細等に関する通知 

閲覧予定日の前日（閉庁日を除く。）までに、閲覧申込書に記載の担当者のア

ドレスに送信します。（市から送信完了の確認は行いません。） 

オ その他 

(ｱ) 申込書に記載漏れがあった場合及び所定の申込書以外での申込を行った

場合は、閲覧ができない場合があります。 

(ｲ) 参考図書は、市が保管する資料のうち、府中市情報公開条例において非開

示に該当しないものについて閲覧ができます。 

(ｳ) 閲覧は、決められた日時以外は閲覧することはできません。 

(ｴ) 閲覧時間は、原則１時間以内とし、不鮮明等の確認以外の質問は回答でき

ません。質問がある場合は、質問書で提出してください。 

(ｵ) 閲覧図書の写真や動画等での撮影は禁止します。撮影したときは、直ちに

閲覧を中止します。 

(ｶ) 閲覧の有無は、審査に影響しません。 

( ｷ ) 閲覧の前日までに詳細な通知が無い場合は、市担当部署に電話で確認して

ください。 

(4) 質問書 

ア 提出期間 

令和５年９月１日(金)から９月２２日(金)の閉庁日及び正午から午後１時

までを除く午前８時３０分から午後５時まで 

イ 提出方法 

(ｱ) 質問書を提出する参加者は、【様式第３号】質問書に必要事項を記載のう

え、「１２ 書類等の提出及び問合せ先」のアドレスまで電子メールで送信

し、送信後は必ず市担当者に電話で受信の確認してください。（電話での受

信確認がないときは、回答できない場合があります。） 

なお、閉庁日及び正午から午後１時までの間を除く、午前８時３０分から

午後５時までに連絡してください。 
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(ｲ) 共同企業体等における質問書は、代表企業（団体）が構成する企業又は団

体の質問をまとめ、提出してください。 

ウ 質問の回答及び公表 

令和５年９月２８日(木)に、提出された全ての質問とその回答をまとめて、

市ホームページで公表します。 

ただし、参加資格に係る質問等で早期に回答が必要であると市が判断した場

合は、事前に個別回答を行う場合があり、この場合でも、後日、市ホームペー

ジで公表します。 

エ その他 

(ｱ) 次の場合は、回答できません。 

1) 評価基準の配点等の審査にかかる質問 

2) 指定した提出方法以外での質問書 

3) 提出期間を過ぎ提出された質問書 

(ｲ) 質問者の事業者名は公表しません。 

(ｳ) 質問に対する回答をもって、本募集要項を追加補正したものとみなします。 

(ｴ) 質問内容等について、市より問い合せをする場合があります。 

(ｵ) 電話又は口頭など、質問書を介さない質問は一切受け付けいたしません。 

 (5) 一次審査（参加申込書等） 

ア 受付期間 

令和５年９月２９日(金)から１０月４日(水)の閉庁日及び正午から午後１

時までを除く午前８時３０分から午後５時まで 

イ 提出方法 

(ｱ) 持参のみとします。 

(ｲ) 持参日時は、あらかじめ希望する持参日時及び担当者（連絡先）を「１２ 

書類等の提出及び問合せ先」のアドレスまで電子メールで送信し、送信後は

必ず市担当者に電話で受信の確認してください。（電話での受信確認がない

ときは、受付できない場合があります。） 

なお、閉庁日及び正午から午後１時までの間を除く、午前８時３０分から

午後５時までに連絡してください。 

( ｳ ) 製本は、「７（５）ウ 提出書類」に記載の順序で作成し、インデックスを

付けＡ４フラットファイルにて提出してください。なお、原則、両面印刷と

します。 

(ｴ) 副本は、参加者が判別できないように、社名及び参加者が推測可能な情報

を黒で塗りつぶすか、記載しないように作成してください。 

ウ 提出書類 

  「８（１）一次審査の評価基準」に基づき参加者を選定するため、次の書類

を提出してください。  
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資料番号 提出書類 備考 

会社概要等 共通資料 

1 参加申込書 【様式第４号】 

2-a 【単独企業での申込みの場合】 

単独での構成を確認できる書類（定款

及び構成する企業等を証明できる書

類等） 

 

2-b 【共同企業体等での申込みの場合】 

共同企業体の結成に係る協定書又は

これに相当する書類（共同事業体を構

成する書類、代表事業者、組織運営に

関する記載事項を含む）の写し 

 

3 会社概要 【様式第５号】 

4 登記事項証明書の写し 令和５年９月１日以降に取

得したもの 

5 ・直近の法人事業税（地方法人特別税

を含む）納税証明書 

・納税証明書その１（法人税） 

・納税証明書その１（消費税及び地方

消費税） 

直近１年分ご用意ください 

 

経営規模等 確認資料 

6 財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 直近３年分ご用意ください 

7 損害賠償保険の加入等の保険の証写

し 

現在有効であるものをご用

意ください 

技術・運営力 確認資料 

9 業務実績一覧 【様式第６号】 

10 本業務と同種又は同類の実績が確認

できる契約書（鑑）等の写し 

直近５年間で契約を締結し

たものをご用意ください 

社会的貢献度 確認資料 

11 ＩＳＯ１４００１、エコアクション２

１など、社会的貢献度があることが確

認できる登録証等の写し 

該当がある場合のみ、現在も

有効なものがありましたら

ご提出ください。 

※１ 参加申込み時点で記載してください 

※２ 定められた様式を除き、任意様式となります 

※３ 共同企業体等で参加申込みをする場合は、構成する全ての企業を提出の対

象とし、代表者が取りまとめて提出してください  
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  エ 提出部数等 

   (ｱ) 正本           １部（代表者押印のもの） 

   (ｲ) 副本          １０部（正本の写し） 

   (ｳ) 電子データ（ＣＤ－Ｒ）  １式（正本及び副本の PDFファイル） 

     ※事前にウイルスチェックを行った記録媒体で提出してください。 

 オ その他     

提出書類について、次の場合は受付又は一次審査は行いません。 

   (ｱ) 受付期間の日時以外での提出 

   (ｲ) 指定された持参日時以外での提出 

   (ｳ) 郵送での提出 

   (ｴ) 所定の申込書以外での提出 

   (ｵ) 添付及び記載漏れがあった場合 

   (ｶ) 虚偽が発覚した場合 

  カ 一次審査の結果通知 

一次審査を通過した者は、令和５年１０月中旬に参加申込者の代表に対し書

面により通知します。 

(6) 提案書及び見積書の提出 

提案者として選定された者は、プロポーザル方式による提案書提出要請に基づ

き、次のとおり提案書を提出してください。 

ア 受付期間 

令和５年１０月１７日(火)から１０月２５日(水)の閉庁日及び正午から午

後１時までを除く午前８時３０分から午後５時まで 

イ 提出方法 

(ｱ) 持参のみとします。 

(ｲ) 持参日時は、あらかじめ希望する持参日時及び担当者（連絡先）を「１２ 

書類等の提出及び問合せ先」のアドレスまで電子メールで送信し、送信後は

必ず市担当者に電話で受信の確認してください。（電話での受信確認がない

ときは、受付できない場合があります。） 

なお、閉庁日及び正午から午後１時までの間を除く、午前８時３０分から

午後５時までに連絡してください。 

 (ｳ) 製本は、別紙の「提案書作成要領」及び「【様式第７号】提案書様式」に記

載のとおり作成し、インデックスを付けＡ４フラットファイルにて提出して

ください。なお、原則、両面印刷とします。 

(ｴ) 副本は、提案者が判別できないように、社名及び提案者が推測可能な情報

を黒で塗りつぶすか、記載しないように作成してください。 

ウ 提案書の提出 

(ｱ) 提案書は、「８（２）二次審査の評価基準」に基づき受注候補者を選定する

ため、別紙の「提案書作成要領」及び「【様式第７号】提案書様式」に従い提
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出してください。 

(ｲ) 提案書の頁数は、表紙・目次等を含め２０頁以内とします。なお、必要に

応じてＡ３判も使用可能としますが、両面印刷の場合、Ａ４判用紙４頁使用

したものとみなします。 

(ｳ) 専門知識を有さないものにも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使

用するなど、見やすいものとなるよう心掛けてください。 

(ｴ) 見積書は、本業務に係る一切の経費を含むものとし、３年間の総額と年度

ごとの算出根拠を示した内訳書をあわせて添付してください。なお、委託料

上限額の範囲内で作成してください。 

(ｵ) 見積書の内訳は、保守管理等業務及び修繕業務の金額をそれぞれ記載して

ください。なお、修繕業務に要する費用は、「２ 業務概要」に記載した委託

料上限額内訳に記載した修繕費用を、各年度満額で提案を行うものとします。 

エ 提出部数等 

(ｱ) 正本           １部（代表者押印のもの） 

(ｲ) 副本          １０部（正本の写し） 

(ｳ) 電子データ        １式（正本及び副本の PDFファイル） 

※電子メールで送付ください。 

オ その他 

 提出書類について、次の場合は受付又は二次審査は行いません。 

(ｱ) 受付期間の日時以外での提出 

(ｲ) 指定された持参日時以外での提出 

(ｳ) 郵送での提出 

(ｴ) 所定の申込書以外での提出 

(ｵ) 添付及び記載漏れがあった場合 

(ｶ) 虚偽が発覚した場合 

(ｷ) 委託料上限額を超えた場合 

(7) 二次審査（プレゼンテーション等） 

提出した提案書を基に、時間内に分かりやすく説明してください。説明の際に

パソコンを使用する場合は、各自持参してください。なお、プロジェクター及び

スクリーンについては、市が用意します。 

ア 実施日 

令和５年１０月３１日（火）を予定しています。なお、詳細な日時及び場所

等は、書面等で通知します。 

イ 参加者 

(ｱ) 参加者は、説明者を含め５名以内とします。 

(ｲ) 説明者は、本業務で配置予定の者とします。 

ウ 所要時間 

所要時間は、５０分程度とします。 
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※想定時間 ・準備（入室）     ５分 

・プレゼンテーション ２０分 

・ヒアリング     ２０分 

・片付け（退出）    ５分 

エ その他 

(ｱ) 追加資料の配布は、提案書に記載のある内容に限り、プレゼンテーション

の準備の際に抜粋資料として使用することを認めます。 

(ｲ) 提案者が１者のみの場合でも、プレゼンテーションは実施します。 

(ｳ) 審査は、非公開とします。 

(ｴ) パソコン等の機器の不具合について、市は一切の責任は負いません。 

(8) 受注候補者の選定 

ア 選定結果の通知予定日 

令和５年１１月初旬 

イ 選定結果の通知 

(ｱ) 選定結果は、全ての提案者の代表に通知します。選定されなかった提案者

には、不採用であること及びその理由を提案者の代表に書面にて通知します。 

  なお、一次及び二次審査の採点結果、合計点が１５０点を下回る場合には

失格とします。 

(ｲ) 不採用の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（府中

市の休日に関する条例第１条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を

含まない。）以内に、書面により、非選定又は不採用についての説明を求める

ことができます。 

(ｳ) 市は、不採用となった提案者から不採用の理由について説明を求められた

ときは、説明を求めることができる日の翌日から起算して１０日以内（休日

を含めません。）に、書面により回答します。 

(ｴ) 受注候補者内定通知をもって本業務委託の契約相手方たる地位を約束す

るものではないため、事前協議において合意に至らなかった場合は、次点の

提案者と協議を行うものとします。 

ウ 選定結果の公表 

選定結果は、契約事務手続き完了後、府中市ホームページに公開します。た

だし、受注候補者以外の提案者の事業者名等は公表しません。 
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８ 評価基準及び配点 

 (1) 一次審査の評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

ア 経営規模等 

 
経営規模等が本業務を実施するにあたり適当か 

１５ 
 

(ｱ) 本業務の実施にあたり十分な事業規模を持ってい

るか 

(ｲ) 瑕疵に対する責任をとれるか 

イ 技術・運営力  同種の業務実績はあるか 

２０ 
 

(ｱ) 公共施設の実績があるか 

(ｲ) 都内において公共施設の実績があるか（(ｱ)実績と

の重複可） 

(ｳ) 府中市内で施設の実績があるか（民間施設を含

む・(ｲ)実績との重複可） 

ウ 社会的貢献度  
ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１の取得はあるか ５ 

合 計 ４０ 

 

(2) 二次審査の評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

ア 取組方針 

 

(ｱ) 本業務の目的を十分理解し、複数年契約、包括委託、性

能発注であることを活かした提案となっているか 

２５ 
(ｲ) 本市における公共施設の現状の課題に対して的確に認

識し、実現性のある解決手段を提案しているか 

(ｳ) 本業務におけるＳＤＧｓやカーボンニュートラル等へ

の具体的な取組提案はあるか 

イ 業務推進力・

実施体制 

 

(ｱ) 配置する統括責任者及び副統括責任者の保有資格、同種

業務の実績は十分にあるか 
２０ 

(ｲ) 本業務の実施にあたり、十分な人員配置体制を有してい

るか 

ウ 保守・修繕業

務の実施計画 

 

( ｱ ) 各仕様の要求水準を理解した上で、業務品質及び効率

性を向上し、施設の安全性を高める仕組みとなっているか 

６０ (ｲ) 市、受託者、協力事業者の役割分担や業務の流れは適切

か 

(ｳ) 本市の事務負担軽減に資する提案となっているか 

エ 創意工夫 

 

(ｱ) ＤＸ（デジタル技術）等を活用した情報の共有化、業務

の効率化及び経費削減を図る具体的な提案はあるか ４０ 

(ｲ) 市職員の技術力の向上やノウハウの習得に資する具体
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的な提案があるか 

オ  事業の評価

方法と結果反映 
(ｱ) 提案内容が数値等で確認できる定量的な目標を持った

内容となっているか 

４０ 
(ｲ) 受託事業者の事業評価の手法（モニタリング）について、

その方法や時期など具体的な提案としているか 

(ｳ) 保守管理業務・修繕業務それぞれについて、価格の妥当

性、品質、執行状況等をチェックできる仕組みとなってい

るか 

カ 市内事業者 

の参画・活用 

 

(ｱ) 構成企業としての参画はあるか 

４０ (ｲ) 再委託先等として活用方法の具体的な提案はあるか 

(ｳ) 本業務へ参加を促す取組の具体的な提案があるか 

キ  プレゼンテ

ーション 

 

(ｱ) プレゼンテーションは提案内容がわかりやすくまとめ

られ、理解しやすい内容であるか １５ 

(ｲ) 質問には明確かつわかりやすく回答しているか 

ク 見積金額 

 

実効性が認められる適切な価格設定であり、かつ委託料上

限額の範囲内で必要最小限に抑えられているか 
２０ 

合 計 ２６０ 

 

９ 事前協議 

選定された受注候補者は、業務開始日から円滑に業務を遂行できるよう、次の

とおり市と事前協議を行うものとします。なお、協議・調整に必要な資料等の経

費は、当該受注候補者が負担するものとします。 

(1) 期間 

令和５年１１月から令和６年３月２９日（金）まで（予定） 

(2) 回数 

月１回程度開催するものとし、必要に応じて別途、開催します。 

(3) 内容 

ア 仕様書の作成 

仕様書（案）と提案内容等を協議し、仕様書を作成します。 

イ 対象施設の確認 

必要に応じて、施設運営に支障が無い範囲内で対象施設を確認します。 

ウ 対象業務の確認 

業務実施にあたり事前に確認が必要な事項や注意すべき事項を市と共有す

るとともに、業務遂行に支障をきたす恐れのある事項について確認します。 
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エ 市内事業者等への協力要請 

市内事業者等に対し、本業務への協力を要請するための方策を検討し、社

会情勢等を踏まえ実施するものとします。 

(4) その他 

ア 事前協議の日時は、市と受注候補者で協議し、開催場所は市が用意します。 

イ 事前協議の内容等を議事録としてまとめてください。 

 

10 事業契約 

  受注候補者は、協議が整った場合は速やかに契約を締結する。なお、当該事業者

が事業契約までの間に参加資格を満たさなくなった場合は、市は当該事業者と事業

契約を締結しない可能性がある。なお、この場合においては、次点候補者と協議を

行い、契約を締結することができる。 

 

11 留意事項 

(1) 提出期限までに書類が提出されなかった場合には、いかなる場合であっても本

件プロポーザルに参加できません。 

(2) 提出期限後における書類の差替え及び再提出は認めません。 

(3) 本件プロポーザルに係る経費は参加者（提案者）の負担とします。 

(4) 本件プロポーザルに係る提出物については返却しません。 

(5) 提出された書類は選考に関する目的以外には使用しません。 

   なお、採用された事業者の資料については、市としてその内容を対外的に説

明する必要があるため、公知とはいえない事業者独自のノウハウで、公開する

ことで事業優位性が損なわれる情報等の不開示情報を除き、原則開示すること

とする。 

(6) 通信障害による電子メールの不達など、本市及び提案事業者以外の第三者の席

に起因する事故について、本市はいかなる責任も負いません。 

(7) 提案者の提案内容により協議のうえ、仕様書の変更を行うことができます。 

(8) 提案書等の著作権の取扱いは、次のとおりとします。 

ア 提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属するものとします。 

イ 市は、本件プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要

があるときは、提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすることができ

るものとします。 

(9) 提案書を提出した後においては、統括責任者及び副統括責任者の変更は認めま

せん。ただし、統括責任者及び副統括責任者の事故、疾病等のやむ得ない事情に

より変更する場合で市が認めたときはこの限りでない。 

 (10) 参加申込後に辞退する場合は、参加辞退届（様式任意）を提出してください。 

   なお、参加を辞退した場合でも、本市から罰則や他事業における不利益を受け

ることはありません。 
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 (11) 次のいずれかに該当するときは、その参加及び提案は無効とするとともに、府

中市業務指名停止基準により、指名停止措置を行う場合があります。 

ア 提案書、見積書、添付資料及びその他提出した書類に虚偽の記載をしたとき。 

イ 提案に際して、談合等の不正行為があったとき。 

ウ 提案者が選定に先立ち、選定委員等と不適切と認められる接触を行ったと判

断されたとき。 

エ 府中市業務指名停止基準に該当する事由があったとき。 

オ その他、市があらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められ

る責務を履行しなかったとき。 

 

12 書類等の提出及び問合せ先 

 (1) 問合せ先 

東京都府中市宮西町２－２４ 府中市役所おもや４階 

府中市総務管理部建築施設課保守管理担当  担当者 三井田、財津 

電 話 ０４２－３３５－４３５７（直通） 

E-mail kenchiku01@city.fuchu.tokyo.jp 

 (2) その他 

電子メールを送信する場合、「１２ 書類等の提出及び問合せ先」のアドレスま

で送信ください。なお、メール件名は「【企業名】（プロポ）公共施設包括管理業

務委託」としてください。 


